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【手続補正書】
【提出日】令和3年11月10日(2021.11.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の撮像装置による撮像に基づく複数の画像を取得する画像取得手段と、
　仮想視点の位置及び当該仮想視点からの視線方向を特定するための視点情報を取得する
視点取得手段と、
　仮想視点コンテンツを提供するための複数の画像形式であって、仮想視点コンテンツの
生成に用いられる視点情報により特定される仮想視点の数が異なる複数の画像形式に応じ
た複数の仮想視点コンテンツを、前記画像取得手段により取得された前記複数の画像と前
記視点取得手段により取得された視点情報とに基づいて生成する生成手段と、
　を有することを特徴とする情報処理システム。
【請求項２】
　前記生成手段により生成される前記複数の仮想視点コンテンツは、共通の時間情報に対
応することを特徴とする請求項１に記載の情報処理システム。
【請求項３】
　前記生成手段により前記複数の仮想視点コンテンツの生成に用いられる視点情報の一部
は、共通することを特徴とする請求項１又は２に記載の情報処理システム。
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【請求項４】
　前記生成手段により前記複数の仮想視点コンテンツの生成に用いられる視点情報は、異
なることを特徴とする請求項１又は２に記載の情報処理システム。
【請求項５】
　前記生成手段は、前記複数の仮想視点コンテンツを並行して生成することができること
を特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の情報処理システム。
【請求項６】
　前記生成手段により生成された前記複数の仮想視点コンテンツを異なる出力先へ出力す
る出力手段を有することを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の情報処理シス
テム。
【請求項７】
　前記複数の画像形式には、パノラマ画像形式と非パノラマ画像形式とが含まれることを
特徴とする請求項１乃至６の何れか１項に記載の情報処理システム。
【請求項８】
　前記複数の画像形式には、両眼視差に基づく立体視のための３Ｄ画像形式が含まれるこ
とを特徴とする請求項１乃至７の何れか１項に記載の情報処理システム。
【請求項９】
　前記複数の画像形式には、パノラマ画像を両眼視差に基づいて立体視するための３Ｄパ
ノラマ画像形式が含まれることを特徴とする請求項１乃至８の何れか１項に記載の情報処
理システム。
【請求項１０】
　前記生成手段は、前記複数の画像形式のうち第１の画像形式に応じた仮想視点コンテン
ツを、位置及び向きの少なくとも何れかが異なる第１の数の仮想視点に対応する第１の数
の仮想視点画像を合成することで生成し、
　前記生成手段は、前記複数の画像形式のうち第２の画像形式に応じた仮想視点コンテン
ツを、位置及び向きの少なくとも何れかが異なる第２の数の仮想視点に対応する第２の数
の仮想視点画像を合成することで生成し、
　前記第１の数と前記第２の数とは異なることを特徴とする請求項１乃至９の何れか１項
に記載の情報処理システム。
【請求項１１】
　複数の画像形式のうち２以上の画像形式をユーザによる選択操作に基づいて特定する特
定手段を有し、
　前記生成手段は、前記特定手段により特定された前記２以上の画像形式に応じた２以上
の仮想視点コンテンツを生成することを特徴とする請求項１乃至１０の何れか１項に記載
の情報処理システム。
【請求項１２】
　前記生成手段である複数の画像生成装置と、
　前記画像取得手段により取得された前記複数の画像を前記複数の画像生成装置それぞれ
へ提供する提供手段と、を有し、
　前記複数の画像生成装置は、前記提供手段により提供された前記複数の画像を用いて前
記複数の仮想視点コンテンツを生成することを特徴とする請求項１乃至１１の何れか１項
に記載の情報処理システム。
【請求項１３】
　前記生成手段により生成される前記複数の仮想視点コンテンツの数を示す指示情報を取
得する情報取得手段と、
　前記画像取得手段により取得された前記複数の画像を、前記情報取得手段により取得さ
れた指示情報が示す数に応じた複数のデータベースそれぞれに格納する格納手段と、を有
し、
　前記提供手段は、前記複数の画像を前記複数のデータベースから前記複数の画像生成装
置へ提供することを特徴とする請求項１２に記載の情報処理システム。
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【請求項１４】
　複数の撮像装置による撮像に基づく複数の画像を取得する画像取得工程と、
　仮想視点の位置及び当該仮想視点からの視線方向を特定するための視点情報を取得する
視点取得工程と、
　仮想視点コンテンツを提供するための複数の画像形式であって、仮想視点コンテンツの
生成に用いられる視点情報により特定される仮想視点の数が異なる複数の画像形式に応じ
た複数の仮想視点コンテンツを、前記画像取得工程において取得された前記複数の画像と
前記視点取得工程において取得された視点情報とに基づいて生成する生成工程と、を有す
ることを特徴とする情報処理方法。
【請求項１５】
　前記複数の画像形式のうち第１の画像形式に応じた仮想視点コンテンツは、位置及び向
きの少なくとも何れかが異なる第１の数の仮想視点に対応する第１の数の仮想視点画像を
合成することで生成され、
　前記複数の画像形式のうち第２の画像形式に応じた仮想視点コンテンツは、位置及び向
きの少なくとも何れかが異なる第２の数の仮想視点に対応する第２の数の仮想視点画像を
合成することで生成され、
　前記第１の数と前記第２の数とは異なることを特徴とする請求項１４に記載の情報処理
方法。
【請求項１６】
　複数の画像形式のうち２以上の画像形式をユーザによる選択操作に基づいて特定する特
定工程を有し、
　前記生成工程は、前記特定工程において特定された前記２以上の画像形式に応じた２以
上の仮想視点コンテンツを生成することを特徴とする請求項１４又は１５に記載の情報処
理方法。
【請求項１７】
　コンピュータを、請求項１乃至１３の何れか１項に記載の情報処理システムとして機能
させるためのプログラム。
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